
「3次元出来形管理の費用」、「3次元データ納品の費用」、「外注経費等の費用」の積算について
【注意事項】

◆3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理、及び3次元データ納品を行う場合に費用を計上することになっていますが、
3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を実施しても、「 3次元データで納品しない場合 」は、費用を計上すべきではありません。

◆費用計上の対象は工種毎に異なりますので、必ず該当する工種の「 積算要領 」をご確認下さい。
※例） ICT活用工事（河川浚渫）の場合（下図参照）
◇実施要領 ： 3次元出来形管理として「音響測深機器を用いた出来形管理」と「施工履歴データを用いた出来形管理」が記載されている。
◇積算要領 ： 「施工履歴データを用いた出来形管理」は費用計上の対象ではない。

3次元出来形管理として
◆「音響測深機器を用いた出来形管理」 と
◆「施工履歴データを用いた出来形管理」 と
◆「その他の技術」 が記載されている

◆「音響測深機を用いた出来形管理」 と
◆「音響測深機に類似するその他の技術」 は費用計上の対象 だが
◇「施工履歴データを用いた出来形管理」 は対象となっていない

実施要領 積算要領

【 出来形管理の監督・検査要領、出来形管理要領 】 ▼本省HP <https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html>
（各「積算要領」は、ページ後半の「各実施方針等」にあります）



「3次元出来形管理」に使用可能な機器一覧（工種毎）

費用計上する3次元計測技術 費用計上しない3次元計測技術
面的に取得（多点計測） 単点計測で取得 計測省略

ICT活用工事
積算要領名称

空中写真測量
（無人航空機）
を用いた
出来形管理

地上型レーザ
ースキャナー
を用いた
出来形管理

無人航空機
搭載型レーザ
ースキャナー
を用いた
出来形管理

地上移動体
搭載型レーザ
ースキャナー
を用いた
出来形管理

音響測深
機器
を用いた
出来形管理

その他の
3次元
計測技術
を用いた
出来形管理

TS等
光波方式
を用いた
出来形管理

TS（ノンプリ
ズム方式）
を用いた
出来形管理

RTK-GNSS
を用いた
出来形管理

施工履歴
データ
を用いた
出来形管理

地上写真
測量
を用いた
出来形管理

モバイル
端末
を用いた
出来形管理

土工 ○ ○ ○ ○ － （要協議） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ －

作業土工（床堀） － － － － － （要協議） － － － － － －

土工（1,000ｍ3未満） ※1 ※1 ※1 ※1 －
（要協議）
※1 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

小規模土工 － － － － － － － － － － － －

法面工 ○ ○ ○ ○ － （要協議） ▲ ▲ ▲ － － －

付帯構造物設置工 ○ ○ ○ ○ － （要協議） ▲ ▲ － － －

擁壁工 ○ ○ ○ ○ － （要協議） ▲ ▲ ▲ － － －

地盤改良工 － － － － － （要協議） － － － ▲ － －

基礎工 ○ ○ ○ ○ － （要協議） ▲ ▲ ▲ － － －

河川浚渫工 － － － － ○ （要協議） － － － ▲ － －

砂防土工 ○ ○ ○ ○ － （要協議） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ －

河床等掘削 － － － － ○ （要協議） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ －

舗装工 － ○ － ○ － （要協議） ▲ ▲ － － － －

舗装工（修繕工） － － － － － （要協議） － － － ▲ － －

構造物工（橋梁上部） ※2 ※2 ※2 － － （要協議） ▲ － － － － －

構造物工（橋脚・橋台） ○ ○ ○ － － （要協議） ▲ － － － － －

○ ：補正係数を適用する計測技術 ▲ ：補正係数を適用しない計測技術

※1 ： 原則、断面管理にて出来形管理を実施するため、費用計上しない。 ※2 ： TS等光波方式を用いた断面管理を原則としているため、費用計上しない。


